
1.緊急修繕工事の費用算出方法

(1)工事価格算出方法

　工事価格は以下のとおり算出する。

材料費

施工費

(2)支払額算出方法

　支払額は以下のとおり算出する。

　請負率については、別紙「請負率算出・契約業者数決定方法」により算出する。

　※消費税の変更が生じた場合は変更するものとする。

(3)単価の適用

　施工費については、沖縄県土木建築部発行の土木工事標準積算基準書と(社)日本下水道協会下水道

用設計標準歩掛に準ずる。

　材料及び人件費については、実施設計単価表(沖縄県土木建築部)を採用するが、本単価表に単価が

掲載されていない場合は物価版、見積りより単価を採用する。

　債務負担行為による契約のため、契約年度の単価を適用し、工事価格を算出する。

(4)労務費割増単価の適用

　労務費は8時～17時を基本作業時間とし、それ以外の時間に作業を行う場合は割増単価を適用する。

(5)施工数量の報告

　「人孔蓋・桝蓋緊急修繕工事 工事内訳書及び代価表」に示す施工内容はあくまで標準工事であり、

数量・内容は現場に応じて変更するため、工事ごとに数量を報告するものとする。

諸経費

支払額 ＝ 工事価格×請負率×1.1

人孔蓋・桝蓋緊急修繕工事費算出方法

 直接工事費

工事価格

土木工事標準積算基準書における

道路維持工事を適用


